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（
傍
線
部
分
は
修
正
部
分
） 

修 

正 

後 

修 

正 

前 

 

（
実
行
計
画
） 

第
六
条 

（
略
） 

２
～
７ 

（
略
） 

（
削
る
） 

  

８ 

第
四
項
か
ら
第
六
項
ま
で
の
規
定
は
、
実
行
計
画
の
改
定
に
つ
い
て
準
用

す
る
。 

９ 

政
府
は
、
第
七
項
の
規
定
に
よ
る
評
価
を
行
っ
た
と
き
は
、
同
項
の
重
点

施
策
の
進
捗
及
び
実
施
の
状
況
並
び
に
評
価
の
結
果
を
公
表
す
る
も
の
と
す

る
。 

10 

政
府
は
、
第
七
項
の
重
点
施
策
の
進
捗
及
び
実
施
の
状
況
並
び
に
評
価
の

結
果
に
関
し
て
、
各
年
度
ご
と
に
、
報
告
書
を
作
成
し
、
こ
れ
を
国
会
に
提

出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

 

（
実
行
計
画
） 

第
六
条 

（
略
） 

２
～
７ 

（
略
） 

８ 

政
府
は
、
実
行
計
画
を
改
定
し
た
と
き
は
、
重
点
施
策
の
進
捗
及
び
実
施

の
状
況
並
び
に
前
項
の
規
定
に
よ
る
評
価
の
結
果
と
併
せ
て
こ
れ
を
公
表
す

る
も
の
と
す
る
。 

９ 

第
四
項
及
び
第
五
項
の
規
定
は
、
実
行
計
画
の
改
定
に
つ
い
て
準
用
す
る
。 

 

（
新
設
） 

  

（
新
設
） 

 

 
 

 


